
局 課

　市では、住民と行政が協働して福祉
のまちづくりを進めるという関係をつく
ります。（P.12）

　地域住民の生活課題に適切に対応
するためには、住民が課題を抱えた場
合に、円滑・適切にそれに対応できる
活動につながるような仕組み（居住の
場としての地域において、生活課題と
解決手段を結びつける仕組み）、ネット
ワークの中で課題を解決していくため
の仕組みが必要です。（P.16）

　平成20年度末時点では、行動計画
（アクションプラン）の策定や計画実践
の取組開始地域は全体の約6割（83地
域）にとどまっていたが、平成21年6月
に現行の広島市地域福祉計画に改訂
を行い、区社会福祉協議会を中心に、
福祉のまちづくりプランの策定支援を
行った結果、平成29年度末時点にお
いて、全地域の9割以上の地域（133地
域）で取組が開始されている。

　全地区策定を目標に、福祉のまちづ
くりプラン策定支援事業を行う市・区社
会福祉協議会と連携し、引き続き、行
動計画（アクションプラン）の策定及び
計画実践の取組の支援を行う。

健康福祉局 地域共生社
会推進室

１　現行計画の振り返り
　　現行の広島市地域福祉計画では、基本理念として、「高齢者、障害者、子どもをはじめ、市民の誰もが住み慣れた地域で、憩いとやすらぎのある人間らしい生
　活を送れる地域社会の実現」を掲げるとともに、これを受けた目標として、
　　・　すべての人が一人の人として尊重され、健康で生き生きと安心して暮らせる地域
　　・　住民が主体となる地域、それぞれの地域の特性や資源が活かされる地域（住民主体、地域主体）
　　・　住民一人一人の多様でかつ変化する生活課題に、的確・柔軟に対応できる地域
　を掲げ、取組を進めてきた。
　　現行計画を振り返るに当たっては、計画の中で具体的な取組が記載されている「第6章　地域福祉に関する活動への住民参加の促進」の取組の方向性
　　⑴　住民（市民活動）と行政の関係づくり
　　⑵　地域の様々な活動主体の役割とネットワークづくり
　　⑶　困ったときに「困った」と言える環境づくり
　　⑷　困ったことに対応する活動づくり
　　⑸　活動を定着させるための環境づくり
　　⑹　災害時要援護者の避難支援対策の推進
　に沿って、個別の取組を抽出し、その取組状況・課題の把握を行った。

現行の広島市地域福祉計画の振り返りについて

２　現行計画に基づく取組の状況と課題

１　住民（市民活動）と行政の関係づくり（P.12）
２　地域の様々な活動主体の役割とネットワークづくり（P.16）

担当

　区役所、公民館、区社会福祉協議会
で構成する「区推進チーム」を編成し、
地域活動団体と連携を図りながら、各
地域における行動計画（アクションプラ
ン）の策定及び計画実践の取組を推進
する。
　なお、解決すべき生活課題が共通で
あれば、地区社会福祉協議会が策定
する福祉のまちづくりプランを行動計
画（アクションプラン）として位置付けて
いる。

計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

資料１
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局 課

　子育てオープンスペースでは、子育
て世代の親同士の情報交換が行われ
ている。
　また、高齢者学級などでは、高齢者
同士の仲間づくりと生きがいづくりが行
われている。

　いずれの取組も成果を上げており、
今後も継続して実施予定である。

市民局 生涯学習課

　292施設を設置するとともに、その施
設については地域の集会所管理運営
委員会に無償貸与を行い、地域のコ
ミュニティ活動の場として利用されてい
る。

　引き続き、住民が集まる場として提供
する。

市民局 市民活動推
進課

　各区の地域子育て支援センターで
は、公民館、集会所、児童館など地域
の身近な場所で親子で集える場所を
設置するための取組を行っています。
（P.19）

　乳幼児とその保護者がいつでも気軽
に集い、相互交流できる場を地域の身
近な場所に設置することで、子育て家
庭の孤立化の防止や育児不安の軽
減、乳幼児の健全育成を図ることがで
きる。

　引き続き取り組む。 こども未来局 こども・家庭
支援課

　子育てサークルの紹介や育児講座
の開講など、地域の子育て家庭に対
する育児支援を行っています。（P.19）

　乳幼児とその保護者に対して、地域
の子育てについて情報提供すること
で、子育て家庭の孤立化の防止や育
児不安の軽減、乳幼児の健全育成を
図ることができる。

　引き続き取り組む。 こども未来局 こども・家庭
支援課

　市は、公民館、地区集会所などの身
近な公共施設を、たまり場（サロン）な
ど住民が集まる場として提供していま
す。（P.19）

３　困ったときに「困った」と言える環境づくり（P.19）
・　公民館
　　公民館では、子育て中の保護者が
　自由に参加できる場として子育て
　オープンスペースや、高齢者が生涯
　学習を通じて集う場として高齢者学
　級などを提供している。
※　子育てオープンスペース：乳幼児
　とその保護者が気軽に集い、子育て
　に関する情報交換を行う場

・　地区集会所
　　小学校区を中心に学区集会所、補
　完集会所の設置を行う。

計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

　地域の子育て支援施設や子育て支
援に関する情報提供（子育て応援マッ
プの配布等）を通じて、子育て家庭を
地域で支える仕組みづくりを行う。

　各区地域子育て支援センターの子育
て支援専門員等が地域に出向き、育
児相談やサークル運営に関する助言
等を実施している。このほか、地域の
オープンスペースの参加者等を対象と
した傷害保険に加入することにより、
子育て家庭を地域で支える仕組みづく
りを行っている。

担当
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　高齢者や心身に障害のある人等の
要援護者及びその家族等からの相談
を総合的に受け、助言や情報提供を
行うとともに、適切なサービスが提供さ
れるよう関係機関との連携、連絡調整
等を行った。
※　平成29年度相談件数：4,703件

　総合相談窓口の利用促進を図るた
め、引き続き広報紙等により市民に周
知していく必要がある。

健康福祉局 健康福祉・地
域共生社会
課

　区社協福祉協議会では、総合相談
員に限らず、職員が随時様々な相談を
受け付けている。
　中でも、総合相談員が受け付ける相
談は、90％以上が日常生活自立支援
事業「かけはし」の利用に関するものと
なっている。

　区社会福祉協議会の総合相談機能
は残しつつ、各区社会福祉協議会内
に窓口を設置している「広島市くらしサ
ポートセンター」と役割分担しながら、
市民からの各種相談に応じていきた
い。
※　広島市くらしサポートセンター：本
　市から市社会福祉協議会に委託。生
　活困窮者の自立相談支援事業を実
　施。

健康福祉局 地域福祉課

　平成29年度の相談・支援件数は次の
とおり。
・　高齢者に関すること　　33,008件
・　障害者に関すること　　 3,091件
・　子どもに関すること　　 12,769件

　引き続き、地域の身近な相談役とし
て、様々な悩みや問題を抱えて困って
いる人に対して、関係機関と協力しな
がら解決に向けた支援を行う。

健康福祉局 地域福祉課

　高齢者からのさまざまな相談を、適
切な機関・制度・サービスにつなぎ、継
続的にサポートするとともに、必要に応
じて地域介護予防拠点等、地域包括
支援センターの各事業につないでい
る。
　高齢者以外からの相談を受けること
もあるが、適切なつなぎができる機関
の存在や、連携のあり方が課題であ
る。

　高齢者人口の増加等に応じた職員
体制の充実やＩＣＴを活用した業務の効
率化、職員研修等による職員の知識・
技術の向上により、総合相談支援の
体制を強化するとともに、相談支援に
必要となる各関係機関とのネットワー
クの強化を図る。

健康福祉局 地域包括ケア
推進課

　地域の高齢者、障害者、子どもの状
況を把握するとともに、地域の身近な
相談役として、様々な悩みや問題を抱
えて困っている人に対して、関係機関
と協力しながら解決に向けた支援を
行っている。

エ‐(ｱ)　地域包括支援センターにおける相談（高齢者対象）

イ　総合相談援助事業（社会福祉協議会）

ウ　民生委員・児童委員による相談援助

　市は関係団体等と連携して、相談を
寄せられた窓口が適切な窓口を紹介
したり、相談窓口相互が問題の解決に
向けて共に考えていく体制とします。
（P.20）

　各区社会福祉協議会に、社会福祉
士の資格を持つ相談員を配置し、常時
相談に応じることができる体制を整備
している。
　また、来所相談や電話相談が身体
的・心理的に困難な人には、訪問相談
を行うとともに、必要に応じて弁護士や
司法書士といった専門資格を持つ相談
員を派遣している。

　専門の職員（保健師、社会福祉士、
主任ケアマネジャーなど）が連携して、
高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、保健や福祉に関する相
談・支援を行っている。

　適切なサービスにつながるよう、総合
調整、専門機関への連絡、情報提供
等を実施している。

ア　保健・医療・福祉総合相談窓口
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　障害者基幹相談支援センターが開催
する障害者自立支援協議会地域部会
において、各区における障害児者の暮
らしを支える上での地域課題の抽出等
を実施している。
※　H29年度相談・対応件数：43,498件

　障害受容ができないなどの理由によ
り、療育手帳等の取得ができず、障害
福祉サービス又は障害児通所支援
サービスの利用ができない在宅の障
害児者について、支援を行った。

　障害者自立支援協議会地域部会に
おいて抽出した地域課題を踏まえ、各
区において障害児者が住み慣れた地
域で安心して暮らすことのできる地域
づくり（障害に対する理解の促進、障
害児者が使い易くなるような地域資源
の改良・開発、関係機関との連携強化
等）を促進する。

　障害児と診断されるまで時間を要す
るケースや、親の障害受容が困難な
ケースに対してのフォローアップに努
める。

健康福祉局 障害自立支
援課

　平成29年度は身体障害者相談員44
名、知的障害者相談員15名により対
応を行った。

　引き続き身体・知的障害者からの相
談に応じるとともに、必要な指導・援助
を実施する。

健康福祉局 障害福祉課

　乳幼児とその保護者に対して地域の
子育てについての情報提供を行うとと
もに、子育てについての相談が受けら
れる場を設けることで、子育て家庭の
孤立化の防止や育児不安の軽減、乳
幼児の健全育成を図ることができる。

　引き続き取り組む。 こども未来局 こども・家庭
支援課

エ‐(ｴ)　地域子育て支援センターによる相談
　子育て支援専門員（保育士）や保健
師が育児についての相談指導を行うと
ともに、子育てに関する情報提供等を
通じて、子育て家庭を地域で支える仕
組みづくりを行う。

　市は関係団体等と連携して、相談を
寄せられた窓口が適切な窓口を紹介
したり、相談窓口相互が問題の解決に
向けて共に考えていく体制とします。
（P.20）

エ‐(ｲ)　障害者相談支援事業・障害児等療育支援事業による相談

エ‐(ｳ)　身体障害者相談員、知的障害者相談員による相談
　身体又は知的障害者の更生援護の
相談に応じ、必要な指導、助言を行う
とともに、障害者地域活動の推進、関
係機関の業務に対する協力、障害の
ある者に関する援護思想の普及等を
行っている。

　市内16か所に設置※1した障害者相
談支援事業所及び障害者基幹相談支
援センターにおいて、地域団体・関係
機関等と連携して、障害児者の生活や
福祉に関する様々な相談に対応して
いる。
※1　障害者相談支援事業所、障害者
　　基幹相談支援センターをそれぞれ
　　各区1か所設置。

　在宅の障害児者の地域での生活を
支援するため、本市から委託を受けた
社会福祉法人※2が、障害児者施設の
機能を活用して、家庭訪問、電話、外
来による療育相談などに対応してい
る。
※2　市内に5施設。（こども未来局所
　　管：3施設、健康福祉局所管：2施
　　設）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

・　子どもに関する問題の早期発見・
　対応ができた。
・　児童相談所や保健センター等の関
　係機関と連携して子どもとその家庭
　を支援することができた。

　ひとり親家庭・寡婦の経済上の問題
や児童の修学等の問題の相談に応
じ、その自立に必要な助言指導を行っ
た。

　引き続き取り組む。

　引き続き取り組む。

こども未来局 こども・家庭
支援課

　平成21年度から、障害福祉課におい
て、インターネットテレビ電話を活用し
た手話による相談支援を実施してい
る。
　平成28年度からは、障害福祉課及び
各区役所窓口にタブレット端末を設置
し、手話による問い合わせに対応して
いる。
※　平成29年度年間相談件数：14,203
　件

　引き続き聴覚障害者からの相談に応
じるとともに、必要な指導・援助を実施
する。

健康福祉局 障害福祉課

エ‐(ｵ)　家庭相談員、母子自立支援員、手話相談員など対象者別の相談
・　家庭相談員
　　家庭における適正な児童養育や家
　庭児童福祉の向上を図るため、子ど
　もの問題で困ったり、悩んだりしてい
　る人に対し相談に応じ、必要な助言
　指導を行っている。

・　母子父子自立支援員
　　ひとり親家庭・寡婦に対し、生活一
　般の相談に応じ、経済・教育などの
　諸問題の解決を助け、その自立に必
　要な指導を行っている。

　市は関係団体等と連携して、相談を
寄せられた窓口が適切な窓口を紹介
したり、相談窓口相互が問題の解決に
向けて共に考えていく体制とします。
（P.20）

・　手話相談員
　　各区保健福祉課(東区は福祉課）に
　手話相談員を各1名（中区は2名）配
　置し、聴覚障害者の更生援助の相談
　に応じるとともに、必要な指導を行っ
　ている。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市は、地域ポータルサイト「こむねっ
とひろしま」を開設して、町内会・自治
会などによる地域のホームページの開
設・運営を支援しています。（P.21）

　平成30年6月末時点で69団体がホー
ムページを開設している。
　ホームページ掲載記事の更新が滞っ
ている団体がある。

　区役所窓口又はホームページ、広報
紙等によって、未開設団体・地域への
本サイトの周知を図るとともに、開設団
体に対し、活用例等を情報提供するこ
とにより、ホームページの更新・充実を
促進する。

市民局 市民活動推
進課

　市は、地域活動団体のネットワーク
組織がないか、あっても十分機能して
いない地区については、成功事例を紹
介したり、活動団体からの相談に応じ
ることにより、団体相互の交流が促進
されるよう支援を行います。（P.21）

　役員会等のほか、視察研修や講演
の受講、各種大会の開催により、コミュ
ニティ交流協議会に所属する地区社
会福祉協議会、青少年健全育成連絡
協議会、子ども会連合会等の団体相
互の交流が促進された。

　引き続き、コミュニティ交流協議会に
対して事業助成を行い、各種地域団体
の相互の交流を促進していく。

企画総務局 コミュニティ再
生課

　地域包括支援センターでは、介護
サービス提供事業所、医療機関、民生
委員、地区社会福祉協議会等の地域
関係団体、ボランティアグループ、区保
健センター等の行政機関等と連携し、
地域のネットワークづくりを進めていま
す。（P.22）

　地域ケア会議等を通じ、地域介護予
防拠点や高齢者地域支え合いのネット
ワーク組織が立ち上がっている。今後
は生活支援を含む支え合いの地域づ
くりへの発展が課題である。
　在宅医療・介護連携における多職種
連携情報交換会等により顔の見える
関係が構築できてきている。今後は日
常の業務レベルでの実質的な連携の
強化が課題である。

　2025年を見据えて地域包括ケアシス
テムづくりを推進するため、地域ケア
会議や在宅医療・介護連携における多
職種連携情報交換会の開催等によ
り、多様な機関との地域のネットワーク
の構築、深化を図る。

健康福祉局 地域包括ケア
推進課

　各種の地域団体が相互に交流・連携
を深めることにより、地域連帯意識に
支えられたコミュニティ活動を推進する
ことを目的として各区に組織された「コ
ミュニティ交流協議会」に対して事業助
成することにより、地域コミュニティづく
りの一層の推進を図る。

　地域団体等を交えた地域ケア会議や
在宅医療・介護連携における多職種連
携情報交換会の開催等により、地域の
ネットワーク構築を図る。

　住民間のコミュニケーションを促進
し、地域活動の活性化を図るとともに、
利用者の情報リテラシー向上を図るた
め、町内会・自治会などの地域団体が
ホームページを作成するためのシステ
ム「こむねっとひろしま」を提供してい
る。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　既存施設のうち、福祉環境整備が完
了した施設の割合は、平成29年度で
81.1％であり、平成28年度から2.3ポイ
ント増加した。

　今後も「広島市公共施設福祉環境整
備要綱」に基づき整備を進める。

健康福祉局 地域共生社
会推進室

　福祉環境整備の必要性などに関す
る意識を向上させるとともに、条例や
バリアフリー法による整備基準に適合
するよう指導し、環境の整備・改善を
図った。
　今後、条例に基づく整備基準(努力義
務)への適合率をより高める必要があ
る。

　引き続き事前協議による整備誘導を
行う。
　また、県により定期的に開催される
福祉のまちづくりに関する会議に参加
し、適合率の向上などについて意見交
換を行う。

都市整備局 建築指導課

　これまで市域内において、バリアフ
リー化設備整備対象である5駅（新井
口駅、安芸矢口駅、下深川駅、西広島
駅、戸坂駅）を除き、バリアフリー化設
備整備が完了している。
　今後は、残る5駅について、ＪＲ西日
本と調整を図りながら、計画的にバリ
アフリー化に取り組む。

　これまで27編成の導入について、購
入費の一部を補助した。

　これまで55台のノンステップ仕様の
低公害バスの導入について、購入費
の一部を補助した。

　平成30年度の取組は以下のとおり。
・　ＪＲ下深川駅のバリアフリー化設備
　整備に係る工事の費用の一部を補
　助する。
・　ＪＲ安芸矢口駅のバリアフリー化設
　備整備については、ＪＲ西日本が国
　に整備費の補助を要望しており、そ
　の動向を踏まえて適切に対応する。
・　ＪＲ新井口駅の上り線エレベーター
　の設置については、関係者との協議
　調整を引き続き進める。
　　なお、西広島駅については、平成
　29年度に着手した交通結節点整備
　事業の中でバリアフリー化を図ること
　にしており、戸坂駅については、平成
　32年度までに、ＪＲ西日本が独自で
　軽微なスロープ改良に取り組む。

　国等と協調して、市内線及び宮島線
への導入について、購入費の一部を
補助する。

　国及び連携市町と協調して、ノンス
テップ仕様の低公害バスの導入につ
いて、購入費の一部を補助する。

道路交通局 都市交通部

　平成7年に「広島市公共施設福祉環
境整備要綱」を制定し、この要綱の施
行以降に建築された本市の施設につ
いては、要綱に定める基準により整備
を行っている。また、既存の施設につ
いても、順次、この要綱の基準に沿っ
て改修を行っている。

　バリアフリー・ユニバーサルデザイン
を推進するため、市では、本市施設の
計画的な整備・改善に取り組むととも
に、民間建築物や公共交通機関等の
計画的な整備・改善を誘導します。
（P.22）

　建築確認申請時の「広島県福祉のま
ちづくり条例」に基づく事前協議や「バ
リアフリー法」に基づく認定等の実施に
よる整備誘導を行っている。

・　交通施設バリアフリー化設備整備
　　費補助
　　国と協調して、利用者等一定の要
　件を満たす交通施設のバリアフリー
　化設備整備に要する費用の一部を
　補助している。

・　低床路面電車車両購入費補助
　　国と協調して事業者による低床路
　面電車の購入費の一部を補助して
　いる。

・　低床低公害バス車両購入費補助
　　温暖化及び大気汚染の防止並び
　に高齢者等の移動円滑化のため、
　国及び連携市町と協調して、ノンス
　テップ仕様の低公害バスの購入費の
　一部を補助している。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　障害者の情報入手や意思伝達手段
を確保するため、ICT等を活用した障
害者向けの情報提供サービスの充実
や、障害者のコミュニケーション支援の
環境整備に取り組みます。（P.22）

　平成30年3月現在、広島市障害者支
援情報提供サイトの登録ユーザー数
は48件であり、平成29年度における
ホームページの１日平均アクセス数は
92件である。

　引き続き、障害者、登録団体が利用
しやすい環境整備や、サービスの充実
を図る。

健康福祉局 障害福祉課

　市では福祉のまちづくりについての
意識啓発を推進するとともに、分野や
主体を問わず総合的に福祉のまちづく
りを推進する仕組みづくりを検討しま
す。（p.22）

　平成29年度には、約60人の職員が
研修に参加した。
　また、バリアフリーマップには、平成
30年7月現在349施設の情報を登録し
ている。

　今後も定期的に研修を行うとともに、
バリアフリーマップの登録情報の充実
を図る。

健康福祉局 地域共生社
会推進室

　ホームページを活用し、障害者同
士、あるいは障害者と健常者が一緒に
イベントを楽しみ、会議等を円滑に行う
ことができるように各種情報提供を行
うなど、情報コミュニケーション支援の
充実を図る。

　福祉のまちづくりに関する意識を醸
成するため、年3回、本市職員を対象と
して研修を行っている。
　また、平成22年度から、障害者、高
齢者、妊産婦などが施設を利用する際
に必要となるバリアフリー設備に関す
る情報を、公共施設のみならず民間施
設も含めて提供するバリアフリーマップ
をインターネットで公開している。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

・　高齢福祉課分
　　平成29年度の実績は、市長申立て
　は69件、報酬助成は65件で、ともに
　過去5年間において年々増加してお
　り、今後、業務の負担の増大や予算
　の確保が課題である。
　　また、新たな市民後見人候補者の
　育成及び養成した市民後見人候補
　者の継続的なフォローアップも必要
　である。

・　障害自立支援課分
　　平成29年度の実績は、市長申立て
　は2件、報酬助成は7件である。

・　精神保健福祉課分
　　平成29年度の実績は、市長申立て
　は5件、報酬助成は9件である。

　現在実施している事業を継続すると
ともに、国の成年後見制度の利用の促
進に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るために、平成29年3月に
策定された成年後見制度利用促進計
画の中で、市町村の役割として掲げら
れている権利擁護支援の必要な人に
対する地域の支援体制の整備及びそ
の整備を段階的・計画的に進めるため
の市町村計画の策定等について、検
討する必要がある。

健康福祉局 高齢福祉課

障害自立支
援課

精神保健福
祉課

　平成30年7月20日現在、「かけはし」
の実利用者は409名、「こうけん」の受
任者は13名である。
　高齢化の一層の進行や、知的・精神
の障害者の在宅化等の要因から、今
後もこれら事業の利用者は増え続ける
と思われる。
　一方、親族間の関係性の希薄化によ
り親族の協力が得にくくなっていること
や８０５０問題への対応、スマートフォ
ン等のインターネット環境の整備によ
る消費形態の変化、安易に借金がで
きる環境など、激変する社会の影響を
強く受ける中、常に新たな問題に直面
し、対応困難なケースが増加し続けて
いる。

　「かけはし」、「こうけん」ともに大切な
権利擁護の事業であり、今後も継続し
て実施する。
　地域における権利擁護体制を「地域
連携ネットワーク」として構築していく必
要があることから、「かけはし」、「こうけ
ん」も地域との連携を進めていく。
　権利擁護の担い手として新たな注目
を集める「市民後見人」についても、安
心して利用・活動してもらえるよう支援
する。

健康福祉局 地域福祉課　市社会福祉協議会、各区社会福祉
協議会において、日常生活自立支援
事業「かけはし」を実施し、判断能力不
十分な人の生活が滞りなく続いて行く
ように、主として日常生活に関する金
銭管理の面からサポートを行ってい
る。また、「かけはし」の利用者のうち、
判断能力の一層の低下のほか一定の
要件を満たす人については、成年後見
事業「こうけん」につなぎ、市社会福祉
協議会が法人として成年後見人を受
任することによりその人の身上保護と
財産管理を行っている。

　市では、認知症高齢者をはじめ、判
断能力が十分でない人が、住み慣れ
た地域で安心して生活し続けられるよ
う、本人に代わって契約などを行う成
年後見制度や福祉サービス利用援助
事業（日常生活自立支援事業）「かけ
はし」の普及に努め、これらの利用促
進を行います。（P.23）

　身寄りのない高齢者又は障害者が、
判断能力が十分ではないため財産管
理できない場合などに、成年後見人等
申立てを市長が裁判所に行っている。
また、資力が十分でなく、成年後見等
への報酬の支払が困難な人には、報
酬相当額を助成している。
　さらに、一般市民の中から成年後見
業務を担う人材を育成している。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　公民館では、子育てを支援するため
の家庭教育講座、障害者との交流を
促進する手話講座、高齢者問題を取り
上げた高齢者学級、地域ボランティア
によるICT講習会等を開催します。
（P.24）

　子育て支援事業、少子・高齢社会に
対応した事業、高度情報化社会に対
応した事業は全公民館で実施してお
り、地域づくりに寄与している。

　子育て支援、少子・高齢社会に対応
した事業、・高度情報化社会に対応し
た事業等については継続して実施予
定である。

市民局 生涯学習課

　社会福祉協議会では、ボランティア
の基本を学習するボランティア入門講
座や、手話や点訳を体験しながら学ぶ
各種ボランティアの養成講座を実施し
ます。また、市民が福祉にかかわる学
習会の開催を希望する場合、企画の
段階から相談に応じます。（P.24）

　市民が地域の生活課題に対応する
地域活動を始めるきっかけにつながっ
た。

　引き続き、各種ボランティアの入門講
座、養成講座を行う。

健康福祉局 地域福祉課

　区役所（区政振興課、厚生部各課）、
区社会福祉協議会、公民館で構成す
る「区推進チーム」は、住民相互の対
話の場づくり、住民と行政との対話・協
議の場づくりの働きかけを行うととも
に、対話の場に入って一緒に考えた
り、必要な情報の提供を行います。
（P.25）

　平成20年度末時点では、行動計画
（アクションプラン）の策定や計画実践
の取組開始地域は全体の約6割（83地
域）にとどまっていたが、平成21年6月
に現行の広島市地域福祉計画に改訂
を行い、区社会福祉協議会を中心に、
福祉のまちづくりプランの策定支援を
行った結果、平成29年度末時点にお
いて、全地域の9割以上の地域（133地
域）で取組が開始されている。

　全地区策定を目標に、福祉のまちづ
くりプラン策定支援事業を行う市・区社
会福祉協議会と連携し、引き続き、行
動計画（アクションプラン）の策定及び
計画実践の取組の支援を行う。

健康福祉局 地域共生社
会推進室

　市民活動団体等の要請に応じた人
材バンク登録者の紹介、斡旋を行っ
た。
※　平成29年度紹介成立件数：364件

　引き続き、技術、特技、資格などを有
する者の紹介、斡旋を行う。

市民局 市民活動推
進課

　平成29年度は、ボランティアコーディ
ネーター養成講座に23名参加し、ま
た、介護予防・日常生活支援総合事業
における担い手養成講座には、731名
の参加があった。

　平成30年度も、各区社協において、
介護予防・日常生活支援総合事業に
おける担い手養成講座を実施予定で
ある。

健康福祉局 地域福祉課

　子育てオープンスペースや絵本の読
み聞かせなどの子育て支援事業、高
齢者学級や介護予防講座などの少
子・高齢社会に対応した事業及びICT
講習会などの高度情報化社会に対応
した事業等を実施している。

　各区社会福祉協議会において、各種
ボランティアの入門講座や養成講座を
実施している。

　行動計画（アクションプラン）の策定
及び計画実践の取組を推進するため、
住民と行政の協働による事前研修、
ワークショップ形式の会議、地域リー
ダーの人材育成研修等を開催してい
る。

４　困ったことに対応する活動づくり（P.24）

(ｱ)　まちづくりボランティア人材バンク（広島市まちづくり市民交流プラザ）　広島市まちづくり市民交流プラザ等
では、地域の生活課題に対応できる人
材を紹介したり、発掘・養成したりする
ための取組を行います。（p.25）

　仕事や趣味を通じて得た技術、特
技、資格などを有する者を登録し、市
民活動団体等の要請に応じて、登録
者の紹介、斡旋を行っている。

　広島市ボランティア情報センターで
は、ボランティア養成講座（基礎編・応
用編）を開催している。また、各区社協
では、介護予防・日常生活支援総合事
業における担い手養成講座を開催して
いる。

(ｲ)　市・区社会福祉協議会ボランティアセンター　
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市民活動についての知識や広島市
での実践例、活動上の注意点、取り組
み方などについて講義等を実施した。
　　4回　参加者数：延69人

　市民活動を進めていくリーダーや実
践者として必要な知識・技術について
の実践的な内容の各種講座を実施し
た。
・　コミュニケーション力向上セミナー
　　　5回　参加者数：延75人
・　表情改善トレーニング
　　　5回　参加者数：延72人
・　コミュニケーションコーチング
　　　5回　参加者数：延66人
・　ファシリテーション入門
　　　5回　参加者数：延72人

　引き続き、市民活動における人材育
成に関する講座を実施し、地域の生活
課題に対応できる人材を養成する。

市民局 市民活動推
進課

　ボランティア活動の意義や活動上の
心構え、取り組み方などについての講
義と実際の活動を体験してみる機会を
提供した。
・　次世代リーダー研修
　　　3回　参加者数：延137人
・　ボランティアデビュー講座
　　　1回　参加者数：60人

　引き続き、ボランティア活動における
人材育成に関する講座を実施し、地域
の生活課題に対応できる人材を養成
する。

市民局 市民活動推
進課

(ｳ)　ファシリテーター養成講座の開催（広島市まちづくり市民交流プラザ）

　広島市まちづくり市民交流プラザ等
では、地域の生活課題に対応できる人
材を紹介したり、発掘・養成したりする
ための取組を行います。（p.25）

・　市民活動きっかけづくり講座
　　市民活動を始めるきっかけづくりと
　して市民活動について理解を深める
　学習機会を提供し、市民活動への理
　解と参加を促進する。

・　市民活動人材育成講座
　　市民活動を推進するリーダーや実
　践者として必要な知識や最新の技術
　を専門的に学習する機会を提供し、
　積極的に市民活動の推進に向けて
　行動する人材（リーダー）を育成す
　る。

※　まちづくり市民交流プラザ平成29
　年度指定管理事業

・　ボランティアきっかけづくり講座
　　ボランティアを始めたい市民を対象
　に、ボランティア活動についての学習
　機会を提供し、ボランティアの理解と
　参加を促進する。

※　まちづくり市民交流プラザ平成29
　年度指定管理事業

(ｴ)　ボランティアコーディネーター養成講座の開催（広島市まちづくり市民交流プラザ）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　緑化ボランティアなど、まちづくりの
担い手の育成につながっている。

　ボランティア活動支援については、地
域の実情に応じて今後も継続して実施
予定である。

市民局 生涯学習課

　平成29年度は164団体（学校・企業・
団体等）、18,118名に「やさしさ発見プ
ログラム」を実施した。
　小学校の利用が大半を占める中、団
体や企業などプログラム実施団体の
ニーズに応じたプログラムの作成やプ
ログラムの導入方法に課題がある。

　引き続き福祉教育を実施する。また
企業の活動と連携した福祉活動体験
プログラムを実施していく。
　プログラム実施団体のニーズに応じ
たプログラムの開発を行っていく。
※　新たに子育てをテーマとしたプロ
　グラムを開発し、プログラム利用団
　体の拡大を図っている。

健康福祉局 地域福祉課

　長期休暇（特に夏休み）の講座には
多くの小学生が参加しており、公民館
を利用するきっかけとなっている。
　土日や夜間に講座を実施しても、人
が集まりにくい上に、労務上の負担が
大きいため、開催が困難となっている。

　長期休暇の事業については定着して
おり、今後も継続して実施予定である。
　土日や夜間の講座については必要
に応じ、可能な範囲で実施する。

市民局 生涯学習課

　土日等に開催する講座を設けること
により、誰もが参加しやすい環境づくり
につながった。

　これまでどおり継続する。
健康福祉局 地域福祉課

・　公民館
　青少年の健全育成の支援として、夏
休みなど、長期休暇に子ども達が参加
しやすい事業を実施している。
　また、土日を開館するとともに、全て
の開館日を22時までとしており、幅広
い層の受入れを可能としている。

・　公民館
　　地域住民の生涯学習を推進し、そ
　の学習成果をまちづくり活動に生か
　すとともに、まちづくり活動等を支援
　するため、花作りボランティア講座な
　ど体験学習の機会の提供に取り組
　んでいる。

・　社会福祉協議会
　ボランティア養成講座を夜間や土日
に開催するなどの配慮を行っている。
　ボランティア登録者へは単発のボラ
ンティア活動を案内し、ボランティア活
動のきっかけとしている。

５　活動を定着させるための環境づくり（P.27）
　学校教育の場等における体験学習
を通じ、市民が実際に活動に参加して
みることにより、継続的な活動の担い
手になる場合があります。このため、
公民館や社会福祉協議会は、様々な
体験学習の取組の充実を図ります。
（P.27）

・　社会福祉協議会
　　市社会福祉協議会では「やさしさ発
　見プログラム」を活用した福祉教育を
　実施している。
　　また、福祉教育を進める福祉活動
　体験学習サポーターの養成や福祉
　活動体験プログラムの開発を行って
　いる。
※　やさしさ発見プログラム：福祉教育
　を推進するため、学校や地域、団
　体、企業等の場において実施する、
　学習過程を踏んだ福祉活動体験プ
　ログラム。

　公民館や社会福祉協議会は、幅広
い市民の活動への参画を得るため、
高齢者、障害者、活動したいが時間に
余裕がない勤労者や若い人など、年
齢・性別や職業の有無を問わず、誰も
が参加しやすい環境づくりを進めま
す。（P.27）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　各区における人材講座や座談会等
の開催により、コミュニティリーダーの
知識・技能の向上が図られた。
　また、「三世代同居・近居支援事業」
では、3か年で本事業の助成を活用し
た計321世帯が積極的に地域活動に
参加する意思を示し、住み替え後に町
内会・自治会に加入しており、地域コ
ミュニティの担い手確保に一定の効果
があった。

　引き続き、講座の開催等により、地
域活動の担い手となる人材の育成・確
保を進める。

企画総務局 コミュニティ再
生課

　町内会長等を対象とした情報交換会
を通じて、会の活動内容や運営上の課
題について情報を共有した。
　加入促進の取組を継続して行ってい
るが、加入率は年々低下している。

　現行の加入促進に係る取組を継続
するとともに、先進的な町内会・自治会
の取組事例や、運営や活動のノウハ
ウを持った人材の情報提供等を行う。

市民局 市民活動推
進課

　公民館を地域活動の拠点とすること
で、地域づくりを担う人材の発掘につ
ながっている。

　これからも地域活動の拠点としての
機能を高めていく。

市民局 生涯学習課

　次世代の担い手として選出された
リーダーの中から、地域の代表だけで
なく、区のコミュニティ交流協議会の代
表が選出されるなど、人材育成・確保
につながっている。
　課題として、毎年選出されるリーダー
は定年退職後の世代が多く、勤労者
や子育て世代などの参加が少ないた
め、世代間の交流ができていない。

　今後も引き続き取組を実施し、地域
活動の担い手となる人材の育成・確保
を図る。
　また、リーダー研修への若い世代の
参画に取り組み、地域・世代間の交流
を促進し、安佐北区全域の活性化を
図っていく。

安佐北区 地域起こし推
進課

　公民館では、地域の各種団体の長な
どで組織する公民館運営委員会を開
催し、地域のニーズを把握するととも
に、公民館の事業方針などを理解して
もらい、情報交換を行っている。

　地域活動の担い手となる人材の育
成・確保を促進するため、各区役所で
人材講座や座談会を開催している。
　また、平成27年度に「三世代同居・近
居支援事業」を創設し、子育てや介護
などの支え合いを促進するとともに、
地域コミュニティの次世代の担い手の
確保を図るため、小学生以下の子が
いる世帯が、市内に居住する親世帯
の近くに住み替える（同居を含む）場合
に、引越し費用等の一部を助成してい
る。

　市では、町内会・自治会への加入促
進を図るとともに、地域活動の担い手
となる人材の育成・確保を促進するた
め、区役所、公民館等が、コミュニティ
リーダーの知識・技能の向上や若い層
を中心としたサブリーダーの養成、リー
ダー同士の交流を深めることなどに努
めます。（P.27）

　平成20年度から次世代の地域活動
を担う人材の育成を図るため、安佐北
区旧町4地区（白木・高陽・可部・安佐）
から推薦された次世代のリーダーを対
象に、まちづくり活動を学ぶための講
演会及びワークショップの開催を行っ
ている。
　平成23年度からは講演会等の受講
に加え、まちづくり活動の体験実践の
機会として「あさきた元気フェスタ」の企
画・運営に、各学区から推薦された地
域起こし推進員が取り組み、住民主体
のまちづくりを担うリーダーの掘り起こ
し・育成を図るとともに、地域で支え合
う機運の醸成及び地域の活性化を
図っている。

　町内会・自治会の加入率の低下によ
り、会の運営や活動に支障を来たさな
いよう、区役所転入者窓口での加入促
進チラシの配布、不動産関連団体を通
じた加入への働きかけ、小学生へのパ
ンフレットの配付等を行っている。
　また、各区役所が中心となり、町内会
長等を対象とした情報交換会・研修会
の開催や区版加入促進チラシの配布
等を行っている。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

・　市民活動きっかけづくり講座
　　市民活動についての知識や広島市
　での実践例、活動上の注意点、取り
　組み方などについて講義等を実施し
　た。
　　　4回　参加者数：延69人
・　ボランティアきっかけづくり講座
　　ボランティア活動の意義や活動上
　の心構え、取り組み方などについて
　の講義と実際の活動を体験してみる
　機会を提供した。
　・　次世代リーダー研修
　　　　3回　参加者数：延137人
　・　ボランティアデビュー講座
　　　　1回　参加者数：60人

　引き続き、ボランティア活動や市民活
動の体験に関する講座を実施する。

市民局 市民活動推
進課

　平成29年度は、シニア大学の19の講
座に延べ6,183名、シニア大学院の19
の講座に延べ2,292名が参加した。ま
た、各区域でのボランティア活動を推
進するため、シニア大学グループの区
支部づくりを進め、安芸区では一部有
志を中心に研修会が開催された。

　引き続き実施する。また、シニア大学
グループの区支部が全区に展開する
よう支援する。

健康福祉局 地域福祉課

　「ひろしま情報a-ネット」の平成30年4
月1日時点公開記事件数は8,164件で
ある。

　引き続き、市民活動やボランティア活
動に関する情報を「ひろしま情報a-
ネット」で発信していく。

市民局 市民活動推
進課

　情報紙「ボランティア情報あれこれ」
を企業、ボランティアグループ、学校等
に927部配布した。

　引き続き、情報紙及び広報紙を発行
する。

健康福祉局 地域福祉課

　ボランティア活動や市民活動の体験
等については、平成21年度から平成
23年度までは、「ボランティア活動体験
を通じたセカンドライフ設計支援事業」
により実施した。平成24年度からは、
まちづくり市民交流プラザにおいて実
施する講座等で実施している。
・　市民活動きっかけづくり講座
　　市民活動を始めるきっかけづくりと
　して市民活動について理解を深める
　学習機会を提供し、市民活動への理
　解と参加を促進する。

・　ボランティアきっかけづくり講座
　　ボランティアを始めたい市民を対象
　に、ボランティア活動についての学習
　機会を提供し、ボランティアへの理解
　と参加を促進する。

※　まちづくり市民交流プラザ平成29
　年度指定管理事業

　健康寿命の延伸に貢献し、地域活
動・ボランティア活動への参加を推進
するため、シニア大学（定員400名）、シ
ニア大学院を開校している。

　市では、地域活動に意欲がある高齢
者や障害者が積極的に参加できる仕
組みづくりとして、退職後に充実したセ
カンドライフが送れるよう、団塊の世代
や定年退職前後の人を対象に、ボラン
ティアやNPO活動の体験の機会を提
供するなど、セカンドライフ応援プロ
ジェクトを推進します。（P.28）

　世代を超えて、各種の市民活動やボ
ランティア活動の情報を幅広く提供し、
活動できるように支援します。（p.28）

　市社会福祉協議会では、情報紙「ボ
ランティア情報あれこれ」の発行によ
り、ボランティア活動情報及び社会貢
献活動実践例の情報提供を行ってい
る。
　各区社会福祉協議会では、ボラン
ティア活動に関する広報紙を定期的に
発行している。
　同様の内容をホームページにも掲載
している。

　「ひろしま情報a-ネット」で、まちづく
り・ボランティアなど市民活動を支援す
るため、団体・サークル、イベント、教
室・講座・研修などに関する情報の提
供を行っている。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市職員も地域に帰れば、地域住民の
一人として、地域活動に積極的に関
わっていく姿勢を持つことが求められ
ており、市職員が地域活動に参加しや
すい環境づくりに努めています。
（P.28）

　職員の地域活動への参加の促進及
び意識の向上が見込まれる。

　庁内ＬＡＮで事例紹介を行い、職免制
度の周知を図るなど、職員の地域活動
への参加を一層促進する。

企画総務局 人事課

　市民活動を進めていくリーダーや実
践者として必要な知識・技術について
の実践的な内容の各種講座を実施し
た。
・　コミュニケーション力向上セミナー
　　　5回　参加者数：延75人
・　表情改善トレーニング
　　　5回　参加者数：延72人
・　コミュニケーションコーチング
　　　5回　参加者数：延66人
・　ファシリテーション入門
　　　5回　参加者数：延72人

　引き続き、市民活動における人材育
成に関する講座を実施し、活動する人
の能力向上を図る。

市民局 市民活動推
進課

　資金調達や組織運営などを中心とす
る団体運営のノウハウに関する知識
や実践例、取り組み方などについての
講義等を実施した。
・　市民活動広報力アップセミナーＳＮ
　　Ｓ編
　　　2回　参加者数：延43人
・　市民活動広報力アップセミナーチラ
　　シ編
　　　2回　参加者数：延39人
・　続けるための資金調達講座
　　　2回　参加者数：延22人

　引き続き、市民活動における人材育
成に関する講座を実施し、活動する人
の能力向上を図る。

市民局 市民活動推
進課

　職員がボランティア活動に参加する
ことを通して、広く地域等に貢献し、併
せて、職員の資質の向上を図ることを
目的として、地域におけるボランティア
活動等に参加する職員について、職務
専念義務を免除している（年間６日を
超えない範囲内）。

・　市民活動人材育成講座
　　市民活動を推進するリーダーや実
　践者として必要な知識や最新の技術
　を専門的に学習する機会を提供し、
　積極的に市民活動の推進に向けて
　行動する人材（リーダー）を育成す
　る。

※　まちづくり市民交流プラザ平成29
　年度指定管理事業

・　市民活動団体運営支援講座
　　市民活動を継続していく上で必要
　な組織運営や資金運用等について
　の学習機会を提供し、市民活動団体
　を育成する。

※　まちづくり市民交流プラザ平成29
　年度指定管理事業

　地域活動団体が、活動の質を高めて
いくためには、活動する人の能力向上
が必要です。市では、行政との情報交
換会や、活動する人を対象とした学習
会・研修会を開催します。（P.28）

ア‐(ｲ)　市民活動団体マネジメント講座（広島市まちづくり市民交流プラザ）

ア‐(ｱ)　プランナー養成講座の開催（広島市まちづくり市民交流プラザ）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市政出前講座開催後に行う受講者ア
ンケートの結果を見ると、｢講座の内容
を理解できた｣、｢講座を受けて有意義
であった｣、｢今後出前講座を利用した
い｣という回答が大半を占めている。
　また、講座の開催実績をみると、平
成22年度（開講テーマ：13分野、151
テーマ）は167件（143団体、延5,227人）
であったものが、平成29年度（開講
テーマ：13分野、155テーマ）は196件
（171団体、延8,649人）と増加している
ことから、一定程度、市民等のニーズ
に対応した講座を開催できていると考
える。

　引き続き、当該取組を続けるととも
に、講座開催後に行う受講者アンケー
トの結果等を踏まえ、毎年度、テーマ
の見直し行い、内容の充実を図ること
で、更なる受講者数の増加を目指す。

企画総務局 広報課

　情報交換会等の実施により、子育て
家庭の孤立化の防止や育児不安の軽
減、乳幼児の健全育成を図ることがで
きる。

　引き続き取り組む。 こども未来局 こども・家庭
支援課

　子育て支援ボランティアや緑化ボラ
ンティアなど、まちづくりの担い手の資
質向上につながっている。

　地域の実情に応じて、今後も実施予
定である。

市民局 生涯学習課

　平成29年度は交流会に17団体49
名、学習会に18団体35名が参加した。

　引き続き開催する。 健康福祉局 地域福祉課

　地域の子育て支援関係者等を対象と
した情報交換会等を通じて、子育て家
庭を地域で支える仕組みづくりを行っ
ている。

　市民の地域課題への関心と理解を
深めるため、市民団体等からの要請に
基づき、市職員が講師として地域に出
向き、専門知識を生かした講義や実習
などを行っている。

オ　区社協ボランティアセンターにおける取組

　地域活動団体が、活動の質を高めて
いくためには、活動する人の能力向上
が必要です。市では、行政との情報交
換会や、活動する人を対象とした学習
会・研修会を開催します。（P.28）

　ボランティアグループ等の活動者の
輪を広げるため、ボランティアセンター
利用者連絡会として交流会や学習会
を開催している。

　地域住民の生涯学習を推進し、その
学習成果をまちづくり活動に生かすと
ともに、まちづくり活動等を支援するた
め、読み聞かせ講座、子育て支援ボラ
ンティア講座、緑化ボランティア講座な
ど、活動する人を対象とした学習機会
の提供に取り組んでいる。

エ　公民館での活動支援

ウ　地域子育て支援センターにおける支援

イ　市政出前講座の実施
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市は、各地域における住民主体の活
動を支援するため「市民とのパート
ナーシップ講座」や「協働に関する職員
の意識啓発の職場研修」を実施し、区
推進チームをはじめ市職員の能力向
上を図ります。（P.29）

　まちづくりを担当する職員に、ファシリ
テーションの技術を習得させるととも
に、市民を主体とする視点を持つこと
や、協働実施に対するモチベーション
を上げることにつながった。

　職員の能力向上のため、引き続き同
講座を実施する。

企画総務局 研修センター

　「ひろしま情報a-ネット」の平成30年4
月1日時点公開記事件数は8,164件と
なっている。

　引き続き、市民活動やボランティア活
動に関する情報を「ひろしま情報a-
ネット」で発信していく。

市民局 市民活動推
進課

　ホームページのリニューアルを行っ
た。また、市社会福祉協議会各課で新
着情報の提供や更新に努めた。

　引き続き実施する。 健康福祉局 地域福祉課

　市は、町内会・自治会などの地域活
動団体が自らＩＣＴを活用し、地域活動
に関する情報を簡単に発信することが
できるよう、地域ポータルサイト「こむ
ねっとひろしま」を提供し、地域のホー
ムページ開設を支援しており、今後も
各地域でホームページの開設が進む
よう働きかけていきます。（P.30）

　平成30年6月末時点で69団体がホー
ムページを開設している。
　ホームページ掲載記事の更新が滞っ
ている団体がある。

　区役所窓口又はホームページ、広報
紙等によって、未開設団体・地域への
本サイトの周知を図るとともに、開設団
体に対し、活用例等を情報提供するこ
とにより、ホームページの更新・充実を
促進する。

市民局 市民活動推
進課

　市は「ひろしま情報ａ-ネット」、市社会
福祉協議会はホームページについて、
更なる充実を図り、ICTを積極的に活
用できるような環境づくりを進めます。
（P.29）

　「ひろしま情報a-ネット」で、まちづく
り・ボランティアなど市民活動を支援す
るため、団体・サークル、イベント、教
室・講座・研修などに関する情報の提
供を行っている。[再掲]

　実例やワークショップの演習などを交
えた「市民とのパートナーシップ講座」
を毎年実施し、まちづくりを担当する職
員の能力向上を図っている。

　市社会福祉協議会ホームページで
は、福祉・ボランティアに関する「募
集」、「講座・研修」、「イベント」、「財団
助成」等の新着情報の提供を行ってい
る。また、図書や資料、ボランティアグ
ループの情報等、新たな情報更新プロ
グラムにより日々データベース化し、市
民への検索サービスの活用促進を
図っている。

　住民間のコミュニケーションを促進
し、地域活動の活性化を図るとともに、
利用者の情報リテラシー向上を図るた
め、町内会・自治会などの地域団体が
ホームページを作成するためのシステ
ム「こむねっとひろしま」を提供してい
る。[再掲]
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　地域の拠点施設として、地域団体等
の会議等が多数開催されている。

　今後も地域の活動拠点となるよう、ソ
フト、ハードともに充実させていく。

市民局 生涯学習課

　平成29年度のアンケートによる利用
者の満足度調査では、不満と回答した
人が1.0％に対し、満足と回答した人が
85.2％であった。（各福祉センター平
均）

　引き続き、利用者のニーズを柔軟に
取り入れ、必要に応じ、運営及び管理
上の規制緩和を行う。

健康福祉局 地域福祉課

　老人福祉センター及び老人いこいの
家の利用を広く認めることにより、各種
団体の活動の活性化につながってい
る。

　地域コミュニティの振興に資するよ
う、引き続き利用促進に努める。

健康福祉局 高齢福祉課

　地域活動を行う事務所として貢献し
ている。

　引き続き、地域活動を行う事務所とし
て提供していく。

市民局 市民活動推
進課

・　老人福祉センター、老人いこいの家
　老人福祉センター及び老人いこいの
家では、施設運営に支障のない範囲
で町内会や子ども会などの各種団体
にも使用を認めており、地域コミュニ
ティ振興のための施設として利用され
ている。また、町内会等の公共的団体
が公共事業又は公益事業のために使
用する場合には、使用料を減免してい
る。

　公民館は常に市民活動にとって使い
勝手が良い施設となるよう、柔軟な応
対に心がけている。また、必要性、公
平性、公共性を十分配慮した上で規制
緩和の判断を行っている。

イ　福祉センター、老人福祉センター、老人いこいの家

ア　公民館

・　福祉センター
　利用者に対するアンケートの実施や
意見箱の設置等により利用者ニーズ
を把握し、これに応じた事業を展開す
るよう努めている。

ウ　地区集会所

　市は、地域の公共施設を市民活動に
とって使い勝手が良い場所としていく
ため、引き継き柔軟な運営、管理上の
規制緩和を行います。（P.30）

　管理人室、事務室又は倉庫等につい
て、集会所管理運営委員会と協議・調
整の上 、管理運営上支障のない範囲
で地域団体の常設の事務所として使
用している。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

・　許可された団体等が児童館開館時
　間外の一時使用をした。

・　承認された地域運営委員会が児童
　館運営に参画し、児童館を拠点とし
　たイベント等を実施した。

　これまでの取組を継続する。 教育委員会 放課後対策
課

　平成29年度のアンケートによる利用
者の満足度調査では、不満と回答した
人が1.9％に対し、満足と回答した人が
73.9％であった。（各地域福祉センター
平均）

　引き続き、利用者のニーズを柔軟に
取り入れ、必要に応じ、運営及び管理
上の規制緩和を行う。

健康福祉局 地域福祉課

・　教育活動に支障のない範囲の活動
　において、市民が学校施設を使用す
　ることができた。

・　各学校に組織された広島市立学校
　体育施設開放事業運営委員会に委
　託し、小学校139校・中学校60校・高
　校1校で学校開放を行った。
　　事業の円滑な実施と安全確保を図
　るため、学校職員、ＰＴＡ役員等で構
　成する学校プール開放推進委員会
　を各開放プールに設置し、夏季休業
　日に139校でプール開放を行った。

・　これまでの取組を継続する。

・　引き続き、安全にプールを利用でき
　る方策を検討するとともに、プール監
　視員確保に向けた支援を行う必要が
　ある。

教育委員会

市民局

施設課

スポーツ振興
課

・　学校施設の目的外使用許可を実施
　している。

・　広島市立の小・中・高等学校の体
　育施設や広島市立の小学校プール
　について、教育委員会から使用許可
　を受け、学校教育に支障のない範囲
　で、地域住民のスポーツ活動の場や
　児童の遊泳場として開放している。

カ　学校（小学校・中学校）

オ　地域福祉センター

エ　児童館
・　団体等に児童館開館時間外の一時
　使用を許可している。

・　承認された地域運営委員会は児童
　館運営に参画し、児童館を拠点とし
　たイベント等を実施している。

　利用者に対するアンケートの実施や
意見箱の設置等により利用者ニーズ
を把握し、これに応じた事業を展開す
るよう努めている。

　市は、地域の公共施設を市民活動に
とって使い勝手が良い場所としていく
ため、引き継き柔軟な運営、管理上の
規制緩和を行います。（P.30）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　空き家等を活用した住民間の交流拠
点づくりについては、3か年で5か所に
おいて当補助金を活用し、住民間の交
流拠点が整備された。平成30年度は
第1次募集で1件の申請があり、補助を
行った。

　空き家を活用した活動・交流拠点認
定制度については、2か所において空
き家が活動・交流拠点として活用され
ている。平成30年度は新規で2件程度
活動・交流拠点認定制度が申請される
見込みである。

　両事業ともに空き家を活用し、住民
間の活動・交流拠点として活用されて
おり、地域コミュニティの活性化に一定
の効果があった。

　引き続き継続し、空き家等の有効活
用及び地域コミュニティの活性化を図
る。

企画総務局 コミュニティ再
生課

　市が空き店舗情報を収集しているこ
とや提供した情報が地域課題解決ネッ
トワークにより活用されることの周知が
不十分である。これは、空き店舗情報
は不動産業者から得られると認識され
ており、取組が浸透しにくいことや、空
き店舗は所有者の問題として商店街
組織が介入していないことが多いため
と考えられる。

　商店街組織に対し、空き店舗問題に
対する意識を高めるよう啓発し、引き
続き取組を進める。

経済観光局 商業振興課

キ　その他（空き家、商店街の空き店舗など地域内施設の活用の研究）
　平成27年度に以下の2事業を創設
し、空き家の活用に取り組んでいる。
・　空き家等を活用した住民間の交流
　　拠点づくり（“まるごと元気”地域コ
　　ミュニティ活性化補助事業の取組メ
　　ニューの一つ）
　　地域住民の活動や交流のための
　場所を確保することを目的に、空き
　家や空き店舗を活用し活動・交流の
　拠点を作る場合に、リフォーム費用
　等を補助している。

・　空き家等を活用した活動・交流拠点
　　認定制度
　　町内会・自治会又は地区社会福祉
　協議会が空き家等を活動・交流の場
　として活用している場合に、活動・交
　流拠点として認定し、次の支援を行
　っている。
　①　活動・交流拠点の運営等に関す
　　る情報の提供や助言
　②　認定を受けた空き家の家屋・土
　　地の翌年度の固定資産税及び都
　　市計画税を減免（全額）

　広島市商店街情報の登録及び地域
課題解決ネットワークによる活用

　市は、地域の公共施設を市民活動に
とって使い勝手が良い場所としていく
ため、引き継き柔軟な運営、管理上の
規制緩和を行います。（P.30）
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　平成16年度以降、13法人に対し
6,848万円の運転資金及び設備資金を
融資した。
　平成27年10月の中小企業信用保険
法の改正に伴い、ＮＰＯ法人も本市の
中小企業融資制度の利用が可能と
なったことから、平成28年度以降の新
規融資は、中小企業融資制度により
行っている。

　ＮＰＯ法人が利用可能な融資制度と
して本市の中小企業融資制度の周知
を図る。

市民局 市民活動推
進課

　平成29年度は12団体へ総額3,443千
円助成を行った。

　引き続き基金を運用し、まちづくり活
動を支援していく。

市民局 市民活動推
進課

　助成の応募時期に合わせホーム
ページで最新情報を提供した。

　市のホームページの他、「ひろしま情
報a-ネット」等を積極的に活用してい
く。

市民局 市民活動推
進課

エ　助成制度に関する情報提供
　市のホームページや「ひろしま情報
a-ネット」を活用し、様々な機関や団体
が行っている助成制度についての情
報を提供している。

　市は、地域活動団体の活動を資金面
で支援します。（P.31）

ア　ＮＰＯ活動資金融資制度
・　ＮＰＯ活動支援融資制度
　　特定非営利活動法人の活動の安
　定及び発展に資することを目的とし
　て、資金調達が困難な法人に対し、
　団体運営や活動に必要な資金を低
　利で融資する。

イ　公益信託広島市まちづくり活動支援基金
ウ　公募による補助制度

　活動の立ち上げ時の資金面での支
援として活動を始めて間もない団体、
まちづくり活動をより積極的に展開しよ
うとしている団体に対し、事業の実施な
どへの助成を行っている。
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局 課
計画に記載された取組の方向性 取組の概要 取組の成果・課題 今後の方向

担当

　市では、災害時に自力で避難するこ
とが困難な高齢者、障害者等が、安全
かつ確実に避難できるよう、地域にお
いて情報伝達、避難誘導等の避難支
援を受けられる体制を整備し、災害時
要援護者が安心して暮らすことができ
る地域社会の形成を目的として、「災
害時要援護者避難支援事業」を進め
ています。（P.33）

　東日本大震災の教訓を踏まえ改正さ
れた災害対策基本法及び国の取組指
針の主旨を反映させるため、平成28年
度、以下のとおり制度の見直しを実施
した。
・　避難行動要支援者名簿の登録対
　象者について、真に支援が必要な者
　が支援対象から漏れることがないよ
　う、本人要件の拡充と世帯要件の廃
　止を実施した。（H29.4.1現在、対象者
　が約6倍の約29,000人に増加）

・　対象者の増加を踏まえ、名簿情報
　の外部提供に係る同意確認調査を、
　民生委員による個別訪問から郵送に
　よる方法に変更した。（平成28年度
　調査結果を踏まえ、地域に提供した
　同意者リスト掲載者数約12,000人）

・　対象者の増加を踏まえ、より広く地
　域団体等から支援の協力が得られ
　るよう、地域で避難支援に携わる避
　難支援等関係者（名簿情報を提供す
　る団体）に、消防団、地域包括支援
　センター、障害者基幹相談支援セン
　ターの3団体を追加した。

　平成29年度までに、土砂災害などの
危険区域に居住する避難行動要支援
者世帯のうち、防災行政無線屋内受
信機の設置を希望する2,014世帯に、
無償で貸与・設置を行った。

　毎年度、避難行動要支援者名簿に
登録された者などを対象に、災害に備
えた避難支援に関する意向調査を実
施する。
　同意者リストを地域で避難支援に携
わる避難支援等関係者（自主防災組
織、町内会・自治会、民生委員・児童
委員、地区社会福祉協議会等）に提供
し、地域の実情に応じた避難支援に係
る取組を引き続き支援する。

　土砂災害などの危険区域に居住す
る避難行動要支援者世帯のうち、防災
行政無線屋内受信機の設置を希望す
る世帯に、無償で貸与・設置等の支援
を実施する。

危機管理室

健康福祉局

危機管理課

災害対策課

健康福祉・地
域共生社会
課

　市は、引き続き災害時要援護者の避
難支援を推進するための、災害時を想
定した実践的な訓練等を通じて迅速な
防災体制の確保に努めます。（P.33）

　各学区で行われる防災訓練のメ
ニューに、避難行動要支援者に関する
ものが取り入れられる事例があるな
ど、避難行動要支援者への支援を踏
まえた迅速な防災体制の確保につな
がっている。

　引き続き、各学区等で行われる防災
訓練のメニューに、避難行動要支援者
に関するものを取り入れるよう、自主
防災組織等へ働きかけを行う。

危機管理室 危機管理課

災害予防課

３　現行計画に基づく取組の評価
　・　上記２のとおり、現行計画に基づく取組については、おおむね現行計画の基本理念・目標に沿って実施されているといえる。
　・　一方で、取組を進める中で、包括的な相談・支援体制の構築や関係機関の連携強化、権利擁護支援や日常生活支援ニーズの高まりへの対応、町内会・自
　　治会を始めとした地域コミュニティの活性化などの課題についても明らかとなった。
　・　今後、これらの課題への対応も含めて、更なる地域福祉の推進に向けて取組を継続していく必要がある。

　災害時に自力で避難することが困難
な避難行動要支援者（高齢者や障害
者等）の名簿を整備するとともに、避難
行動要支援者のうち、名簿情報の外
部提供に同意が得られた者のみを掲
載した同意者リストの作成を行ってい
る。
　同意者リストは、地域で避難支援に
携わる避難支援等関係者（自主防災
組織、町内会・自治会、民生委員・児
童委員、地区社会福祉協議会等）に提
供し、地域の実情に応じた避難支援に
係る取組を支援している。

　土砂災害などの危険区域に居住する
避難行動要支援者宅等に防災行政無
線屋内受信機を設置している。

　災害時における地域の防災行動力
の向上を図るため、障害者等の視点を
踏まえながら、各種訓練を実施してい
る。

６　災害時要援護者の避難支援対策の推進
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